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ヨー ロッパ の外 国語 教 育 を教 育観 口言語政 策か ら見 る

吉島 茂

キー ワー ド :ヨ ー ロ ッパ共通参 照枠  ELP 例示的能力記述  can Do Statement

複言語主義・複文化主義
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年に刊行 され、日本語版 (訳 )も 2004年 1)に は出版 された。それ を契機 にこの 3EFR

を巡る議論が起 き始 めた。筆者 も CEFRの 訳者 として何度か話をす る機会 を得た。

その中で、3EFR自 体か ら話を起 こ して行 つたのではとうてい持 ち時間に収 まらない

ような体験 を した。また、cEFRに 焦点 を絞ったのでは、この 日本言語政策学会の趣

旨に必ず しもそ ぐわないことも明 らかになってきた。そこで この小論では、もう一

つ の ヨー ロ ッパ 評 議 会 の 言 語 政 策 を支 え る 両 輪 で あ る European Language

Portf01iOを まず考察 し、そこか ら逆 に CEFRを 見ることにす る。

2. European Language PortfoliO

2.l ELPと は

European Language Portfolio(以 下 ELP)については cEFRの 中ではホンの数行

しかふれていない。 しか し、 ョー ロッパ、特に EUの言語政策、外国語教育政策に

とつて ELP″その理念の実現に向けての具体的な手段 として絶対的な意味を持って

いる。 これな くしては、またこの ELPの 実践な くしては、全てが机上の空論、絵

に描いた餅 になって しま うのである。

Portf01iOと い う表現 自体はいろい ろな所でいろいろな意味で使 われている。辞

書にある中で、 このコンテクス トに一番合 うのは 「《画家な どの》代表作品選集」;

金融機関の用語 として 「個人、機関投資家が保有す る有価証券の (明 細一覧表 )」
2)

であろ う。前者 の場合は、「画家」 を 「一人一人の外国語学習者」に置 き換 えれば

よい。そ して、その個人が学習中に産 出 した外国語での作品をファイルに とじたも

のを考えれ ば よい。後者 の場合は、「有価証券」の代わ りに 「外 国語資産 。能力」

公
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で置 き換 えて見れ ば よい。特 に後者 の場合はそれ に よつて 、個 々人 の外 国語 の能力

が明 らか になる。 こ う した ものを実 際 に、個 々の学 習者 、それ も子 どもか ら成人 ま

でに持 たせ よ うとい うの が、 ヨー ロ ッパ評議会 の企 てで あ る。

ヨー ロ ッパ評議会 に は 46カ 国が参カロし、その 中には現在 EUに 入 つてい ない国 々

もある。 スイスがそ の代 表例 と言 え る。 しか しスイ スは この CEFR作成作業 の 中で

非常に大 きな役割 を果 た してい る。一般 に関心 を集 めて い る言語能力 の レベル表 の

策定に 当た っては、そ の実験 を引 き受 けてい るので あ る。 4つ の公用語 を持 つ スイ

スで こそ 出来た仕事 だ と言 えよ うか。

そ う して 、参加 国 の 文 部 関係 の 大 臣、責 任 者 が集 ま っ て 、 い くつ か の 声 明 文

(Recommendation)を 出 してい る。 R(82)18、 R(98)6な どで あ る。 その結果 、 ヨー

ロッパ評議 会の方針 は参加 国を拘 束 す る力 を持 つ こ とにな る。 ELPに ついて もそ の

実施 の責任 は各 国の政 府 、教育行 政 の責任機 関が 実施 の任 に 当た るこ とにな る。 こ

れ は英語版 、フランス語 版
3)の CEFRを もとに各 国がそれ ぞれ の言語 の版 を出 した

の と並行 してい る。

ただ、同 じ言語 で あれ ば、国は違 つても一つ の CEFRで 済む はず だが、Portfolio

の場合 は、各国、各 教 育行政単位 の仕事 とな るた め、非 常 に多 くの種類 が 出来 る こ

とにな る。つま り、 フ ラ ンス、イ ギ リスでは国全 体 で 1つ作れ ば よいのだが、例 え

ば ドイ ツでは、教育 権 は各州 が持 つているので 、共 同作成 の形 を取 らない限 り、そ

の数だ けの Portfolioが 出来 るこ とになる。スイ スの場合 は 4つ の公用語 毎 に作 ら

れ るこ とにな る筈 で あ る。 しか し、現実には現 在 の ところ ドイ ツ語 、 フ ランス語 、

英語版 はで きてい るが 、イ タ リア語 版 は作成 中の模様 で あ る。 レ トロマ ン語 につ い

て予定 が あ るかない か は不 明であ る。

また 、 レイア ウ トな ど、具体的 な実現の仕方 もそれ ぞれ に異 な る。筆者 は全 て の

Portfolioに 目を通 した わ けで は な いが、それ らをい くつ か 比較す るだ けで も、

Glocalization4)の 具 体 的 な表れ と して興味深 い ものが あ る。

そ うした具体的例 を見 る前 に、ELPの構成 を見 る こ とにす る。 それ は、

○  言語パ リスポー ト language passport

O 外 国語学習履 歴 書 language biography

O 作 品集 dossier

の 3部 か らなる。
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言語パ スポー トに記 録 され る事項 は、以下の通 りで あ る。

・ 習得 した全 言語 の名 前

・ そ の言語 の能 力 の CEFRの 言 語能力記述 の レベル表 の Al― C2に よる評価

・ 公 的 な能力評価 と検 定

。 外 国滞在経 験 と文化 体験

外 国語学 習履歴 書 に は、

・ 学 習 した (覚 えた)言語。

・ 学 習 の進 歩 状 況 を記録 し、能 力評価 をす る。

・ チ ェ ック リス トで 自己評価 を確 かめ る。

・ 適 用 した学 習方 略 と練 習方 法 を記録 す る。

作 品集 の役 割 、使用 法 は :

・ 言 語 学習 の記録 を集 め る。

>外 国語 で書 いた もの

>外 国語 プ ロジェ ク トの報告 、学習成 果

> E―mailの 記 録

>学 習 日誌

> ビデオ、写真、カセ ッ トレコー ド/CD

>学 習ゲーム、 コラージュ

・ 言語学習に関す る考察 と反省 を記録す る。

・ 転校や就職の際に提示す る。

これは非常に個人的なものであ り、 どれを取つておいて、PortfoHoに 収録す る

かは最終的には各学習者 の決定に委ね られている。もちろん入れ替 えも可能である。

Portfolio自 体に学習者が どの程度個々人の趣味を反映 させ ることができるか、そ

の可能性 は認 め られ ているのだが、具体的な 「作品」例は作者の手元にはない。

こうして 3つ の構成部分 をみて、これ らが実際に機能 しうるか疑間に思 う向きも

多いだろ うと思 う。確 かにこの Portfolloは 始まつたばか りであ り、ヨー ロッパ評

議会の参加 国全てで出そろつているわけではない。現 に作成 中の所 もある。しか し、
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いくつかの国では既 に実施 されていて、その関係者か らは好意的な反応 が返つてき

ているとい う。

その成功のためには、実は大きな行政的努力が求め られ るのである。まず、第一

にこの ELPは 、子 どもか ら大人までを対象に している点である。上で述べた言語パ

スポー ト、言語学習履歴書では、自己の言語能力を記述す るよ うに求め られている。

しか し、その記述が可能 になるためには、その物差 しが、しかも全ての人が共通に

もつ物差 しがなければな らない。理論的にはそれは 3EFRに よつて、その言語能力

を記述 した レベル表 によつて与えられていると言える。 しか し、 5歳 、 6歳の子 ど

もがその記述 を見て容易に理解できるとは期待できない。そ うした低学年用に言語

能力を記述 した Portfolioを 開発せねばな らないのである。当初第二教育段階 (日

本での中学生、高等学校生 )の 学習者 を対象に した PortfoHoが 開発 された とい う。

それに続 いてい くつかの国では低学年用の開発 にも成功 している。具体的な例 とし

ては英国の Portfolloを 挙げることが出来 る。インターネ ッ トでダ ウンロー ド出来

るので、見てみ るとよいであろ う。さらに、生涯学習を掲げているヨー ロッパでは、

大 人 向 け の Portfolioも 必 要 で あ る 。 英 語 に 関 し て は EAQUALS ALTE electric

European Language Portfolio(eELP)が 開 発 され 、 イ ン タ ー ネ ッ トか ら誰 で も登

録 し、ア クセス出来 るよ うになつている。オース トリアでも 6歳 か ら 10歳 、11歳

から 16歳 、そ して 16歳 以上を対象 とした 3種類を用意す ることになつている。

2.2例 示的能力記述文/表 (‖ lustrative Descriptor)

PortfoHoの 記入 には じEFRの 能力記述表が大きく関わつているので、 ここで簡

単に紹介す る。非常に詳 しく言語使用の場面、領域に分 けて能力記述がな されてい

るので、なかなか全体像がつかみにくい。一般には自己評価のための能力記述表
5)

を使 うことになろ う。個々の能力について詳細な評価 を し、あるいは教育カ リキュ

ラム、シラバスを作成す るときに、他の表 を参照すれば よい と思われ る。

この表 では、言語能力を 5つ の技能に分けて評価す ることになつている。従来の

「聞く」「読む」「話す」「書 く」にも う一つ加 えて、「や り取 り interaction」 であ

る。 5番 目の「や り取 り」は、いわゆる「会話」であるが、これを独立 させた裏に

は、この技能が単に 「聞 く」「話す」 を合わせた以上の技能、つま り話 し相手、場

との関係 によつて生 じる様々な問題 を解決す るための技能を含むか らである。
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能 力 の レベ ル 6)と して は 合 計 6段 階 を考 え て い る。 一 番 初 歩 の レベ ル が Al

(BreaktrOugh)、 A2(Waystage)で 、両者 を併せ て「基礎段 階 の言語使 用者 Basic User」

に対応 す る として い る。 次 の段 階 は 、Bl(Threshold)、 B2(Vantage)で 、「自立 した

言語使 用者  Independent User」  に対応 し、 一番 _L級 が Cl(Effective Operational

Proficiency)と C2(Mastery)で 、この二つが熟達 した「言語使 用者 PrOficient User」

に対応 している。これ らの レベル は必ず しもヨー ロッパ評議会の独 自のものではな

く、世界で行われてい る様々な検定の レベルを参考に して設定 されたもので、大方

に受け入れ られ易い ものになつてい る。

2.3能 カ レベルの Portfolioに お け る扱 い

具体的にこのレベル表を Portfolioの 言語の能力を記入す る際に使用するとして、

子 どもを対象にした場合、考慮 しなければならないことがある。実際の外国語学習

は学校で行われるのが普通で、その ことを考えると、外国語学習のカ リキュラム と

の関係 を考 える必要が出て くる。小学校 1年 か ら学習を始めた場合、その初期の段

階では進度は非常にゆつくりしている。その時 3EFRの レベル表 を適用すると、 1

年 目も 2年 目も例えば Alの まま とい うことになる。 これは 「進歩な し」 とも解釈

され、児童の外国語学習欲を大いに殺 ぐことになる。そ こで、筆者 の手持ちのスイ

スの例では Alを さらに 2段階に分 け、その能力記述を独 自に開発 している。 とは

言つて も OEFRを 無視 している訳ではな く、同 じ Alの 枠の中で、さらに細か く 2段

階に分けているのである。現物は手元にないが、フィンラン ドの場合には 3段階に

細分 しているとい う。 さらにフィンラン ドでは、カ リキュラムも、計 13に細分化

された レベル表に沿 つて作成 されている 7)

こ うしてみ ると、現実に Portfolioが 施行 され ると、それぞれの教育行政機 関の

裁量でバ ラバ ラなものが出来て しま う心配が出て くる。確かに段階の数に差が出る

ことはあるが、内容的には 3EFRの 枠 を壊す ことはない し、細分化 した場合、ある

いは 2段 階 をまとめた場合
8)で

も、ヨー ロッパ評議会にそれ を提示 して承認 をもら

わねばな らず 、所期の 目的がメチ ャメチ ャになることはないよ うになっているので

ある 9)。
要す るに、評価が相互に翻訳可能になつていれば良いのである。

その上での問題が残 つている。 い くら子 ども用の能力記述 が出来た といつて も、

それだけで、子 どもが PortfOliOに 記入できるとの保証はない。当然周 りの人たち t
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特に教師が手伝 う必要がある。また教師の参与は、この PortfoHoが 単なる記録の

ためだけではな く、生徒の指導のための基盤 、足がか りになるか ら不可欠である。

教師は従 つて、CEFRを よく理解 し、そこでの レベル表 と、具体的に児童用 に開発 さ

れたレベル表 との関係 が分かつていなければな らないのである 10)。 そのための解説

書、運用マニュアルは、児童用の開発 より楽なのかも知れない。英語はもちろん大

体の言語で出来ている。

2.4教 師 に とつての Portfo1loの意 味

この Portfolioは 、教師にとつて も、新 しいだけでな く、重要な意味を持つてい

る。多分小学校低学年 に外国語教育が導入 された頃か ら問題 になつてきたことと思

うが、小学校 と上の学校の間のギャップである。これは一つ には両校種の教員たち

がお互いに何を しているか分か らないまま、従来のや り方 を踏襲 してきたことにあ

る。その問題の解決の方法 としては、フィンラン ドのよ うな一貫性 を持 つた教育制

度に変 えることがあるが、それ以前に、この Portfolioを利用す る方法があるので

ある。 Portfolloは Alか ら C2ま での値を使 つて生徒の言語能力 を評定す る。ただ

評定す るだけでな く、その詳 しい能力の分布 (partial competence)も 、 さらに生

徒の個人個人の学習方法の特徴 もかな り分かるようになつてい る。これ を上級の学

校の教員が見ることで、また生徒 と話 し合 うことで、今 まで存在 していたギャップ

が大き く埋め られ ると期待できるのである (注 9参 照 )。

以上 Portfolioに ついて論 じてきたが、その理論的根拠 となつている 3EFRに は、

今までにない言語、言語教育に関す る考え方があるので、それ を教師は十分に把握

する必要がある。そ うしたものの内重要なものをここで も挙 げてお く。それは我々

日本の外国語教師に とつて も多分に新 しい考 え方だか らである。

3. Common European Framework of Reference for Languages: Learn:ng,

teachlng,assessmentの 重要 な考 え方

3.l Can Do Statement

3EFRの レベル表を一瞥すれば分かることだが、ここでの記述はすべて「…ができ

る」 となつている。 これを Can Do Statementと 呼ぶのだが、 これは、 3EFRが 初め

ての方法ではない。既に前か らアメ リカの国務省 (外務省 )の 外交官たちの外国語
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能力を査定するときの方法でもあつた。その直接の影響か どうかは筆者 の知 るとこ

ろではないが、 この持つ意味は二つの点で非常に大きい。

通常教師は設定 した 目標に照 らして、学習者が何処まで到達 したかを測 る。その

際 目標 を、例えば 100と し、出来なかった部分 を引いて評価す る。いわゆる減点法、

否定的な能力の見方、つま り「まだ…が出来ない」である。それ を逆転 して、学習

者が出来 ることを前面に出 し、肯定的に加算 して行つて評価す るのである。

次頁に従来の否定的評価による記述 を、CEF'1)か ら紹介す る。この表の左の欄に

は、肯定的な評価 による記述が紹介 されていたのだが、その部分は消 しておいた。

読者には、右の記述 を、肯定的な表現に替 えてみて欲 しいのである。筆者 も CEFR

の レベル表 を訳す過程で、英語 の肯定的表現を 日本語に置 き換えるのにかな り苦労

した。その理由は、筆者 自身が教師 として、今 まで否定的評価法に慣れていたこと

も大いに影響 していたであろ う。それを差 し引いても日本語では どうして も否定的

な表現にな り易いことを実感 した。訳の中で どうしても良い表現が見つか らず、否

定的要素が残つて しまつたものもある。

この評価 の方法は、他の CEFRが 掲げる指導理念同様、教師の発想法の転換を迫

るものである。

もう一つは学習者 に とつての意味である。3EFRの レベル記述は、これ を参照 しな

が ら、学習者にそれぞれ独力で 自分 の言語能力 を評定 させ ることを 目指 している。

そのためには、学習者が具体的に判断できるよ りどころが必要である。教師にとっ

ては同 じことを意味す る肯定的記述 「自分の名前は言える」 と否定的記述 「自分の

名前 しか言 えない」 も、学習者 に とつては大きな差がある。

まず、学習者の心理的な問題 であろ う。一般的に、「できない」 と言われれば、

叱 られた感 じが、 自分の欠点を指摘 された感 じがす る。「・・・が出来る」 と言われれ

ば、自分の能力を認 め られたのであ り、その次の段階に進む動機 も出て くると期待

できる。 しか し、それ以上の実際的 な問題だが、学習者 は、「出来 なければな らな

い こと」の全体像 を持 っていないのである。教師はいわばそ うした能力の一覧表の

よ うなものを頭の中に持 つていて、それ を参照 しているか ら、否定の部分に何が含

まれているか分かるのである。学習者 にはそのよ うな表 はない。特に最近の外国語

教授法では、一直線 の進行は考 え られず、螺旋状の、い くつ もの要素が絡み合 って

進んで行 く方法が採 られ るか ら、学習者 には余計見通 しがつ けに くくなっている。
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もし学習者がそ うした見通 しを持っ

例え手が滑つて、あるいは口が滑つ

正することも出来 るはずである。

ていれば、お よそ間違 えること

て犯す ミステイ クはあつて も、

もないだろ うし、

それを 自分で修

表 Al 評価 :肯 定的お よび否 定的基 準

的定肯 的定否

> 言 語 的 レパ ー トリー が少 な く絶
えず 言 い換 えや 語 を探 さね ば な

らない。 (ESU Leve1 3)

> 言 語 熟 達 度 が低 い た め 日常 的 な

状 況 を はず れ る と対 話 が挫 折 し

た り 誤 解 を す る 。 (Finnish
Leve1 2)

> 言 語 語 的制 約 が 話 の 内容 に ま で

及 び 、コ ミュニ ケー シ ョンが成 立

しな くな る。 (ESU Leve1 3)
> 限 られ た 語 彙 しか な い。 (Dutch

Level l)

> 語彙 と表現が限 られているため、
考 えや アイデ アが問われ る対話
はできない。 (Gothenburg U)

> 公 式 的 な 口上 文 や 表 に あ る こ と

を言 い、並べ上 げ る こ としか で き

為にい。 (ACTFL Novice)
> ご く基 本 的 な言 語 的 蓄積 しか な

く、言語 を機 能 的 に使 用で きてい

る とは (ほ とん ど)言 えない。(ESU
Level l)

問題 は 「知 らない」「分か らない」で起こすエ ラーである。両者 の間の判定には難

しい ものがあるが、能力評価の対象か らは外す方が よい。「自分の名が言 えるか ど

うか」 とあれば、その正否を判断す るのは難 しくはないであろ う。確かに例 えば能

力記述の中の表現 「直接必要なこと」「身近な こと」
12)な どの具体的な中身は低学

年の学習者に分か らないであろ う (「 直接必要なこと」は direct needsの 訳であ り、

日本語には対応す る概念がない )。

こ うした抽象的表現 を具体的 に子 どもで も分か るよ うにす るのが、それぞれの

Portfolio開 発者 の課題である。例 えば、英語の子 ども版では Talking to someone

(speaking) と して、  “I can say what 1 like." “I can ask where someone lives."
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などが例 として上がっている。その上で、子 どもたちには 自分が出来 ることを付け

カロえる欄が設 けられてい る。スイス版では既に述べた通 り、Alが さらに 2段階に分

けられているが、「話す」の項で 「直接必要なこと」を Al。 1で は 「いつ も食べてい

るものや飲み物を注文 できる」とし、子 どもに具体的なイメージが沸 くように して

ある 13)。

その一方 で、従来 は 「しかできない」 と片付 けていたものを、「できる」時の条

件を示す ことで、能力 の幅 。限界を明示 している。例 えば Alのや り取 りの項で、

否定的表現 をとれば、「普通の早 さの発話は理解できない」 となるところを、「相手

がゆつくり、繰 り返 した り、言い換 えた りして くれて、また 自分が言いたいことを

表現するのを助けて くれ るなら、簡単なや り取 りをす ることができる」としてある。

もちろん前者の方が教 師 に取つては分か り易いのだが、 ここでの狙いは、学習者、

子 どもと教師が評価 の基準を共有す るとい う点にある。3EFRの 執筆要領 にある「明

示性 transparent」 14)の
原理である。さらにこの能力を Al.2相 当とし、Al.1の 「簡

単な言葉で挨拶がで きる。 [ハ イ][イ ヤ][すみません][ど うぞ][あ りが とう]

が言える」の上の レベル においてい るのである。

こうした具体化は、さらに学校別のカ リキュラム、またシラバスの中、授業での

取 り扱いを考 えることで押 し進めることができる。もちろんその大前提になるのが、

現場の レベルで教員間の協力、合意であ り、その上の州、国の レベルでのコンセ ン

サスも必要である。そ うした共同作業は現場に任せておいても、そ う進む ものでは

ない。例えばフィンラン ドの例のよ うに文部省が学校 当局に、コア・カ リキュラム

に沿つて学校独 自のカ リキュラムを作 らせ るよ うに、さらにその際、小学校、中学

校教員の共同作業 15)を
義務づけ、強力に指導 しなければ実現は不可能であろ う。

さらにこの Can Do Statementに よるレベル表が子 どもに とって有意義なのは、

子 ども自身が 自分の学習 目標を設定できることである。 ヨー ロッパの教育政策は、

外国語教育 に限 らないが、生涯学習を前面に打ち出 しているか ら、外国語 も学校で

学習 してそれで終わ りといった従来のよ うな学習の形は想定 していない。それ を具

体的に実践 させ るための強力な支え となっている。

さらに、外 国語学習履歴書の記入事項 として、「適用 した学習方略 と練習方法を

記録する。」 を挙げてお いたが、これ はま さにその生涯学習を視野に入れた発想で

ある。Portofolioに それ を記入できるためには、普段か ら学習法を意識 していなけ
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ればな らない。 この学 習方 法の 自覚 。実践 は、実際 に学業評価 、成績 表 のチ ェ ック

項 目と して 、例 えば ドイ ツ・ベル リン市 (州 )の カ リキ ュラムに取 り上 げ られ てい

る。

3.34つ の savoirs(知 識・ 能 力 )

3EFRで は、学習 との関連で、 4つ の savoirsを 提唱 してい る 16)。 その一つが

savo■ r― apprendreで ある。

「最も一般的な意味において、学習能力 (savOir― apprendre)と い うのは、新 しい

経験を観察 し、それ に参加 し、既に持つている知識に新 しい知識 を加 え、必要に応

じて以前か ら持つている知識を変えてい く力のことである。言語学習力は学習 とい

う経験の中で発達 してい く。言語学習力は、学習者が言語学習を行 つてい く上で新

しい課題 との取 り組み をより効果的に、かつ 自力で行 えるよ うに し、選択肢 を見極

め、与 え られた機会 をよ り有効に活用す ることを可能にす る。学習能力には、言語

やコミュニケーシ ョンに関する意識、一般的な音声技能 、勉強技能、そ して発見技

能など、い くつかの側面がある。」 としているものである。

この記述 は一見言語学習について言つているよ うであるが、「最 も一般的な意味

において」の表現が示す ように、実は、全ての学習に通用す ることなのである。ま

た他の 3つ の savoir(叙 述的知識 )、 savoir― otre(実 存論的能力 )、 savoir― faire(技

能/ノ ウ・ハ ウ)も ことさら言語学習に特化すべ きものでもない。今 まで、どうい う

教科であれ、その学習対象はほ とん ど叙述的知識、技能/ノ ウ・ハ ウに限定 されて

いた。実存論的能力 について CEFRを 引用す ると「言語使用者/学習者 の コミュニ

ケーシ ョン活動は、本人たちの知識 、理解、そ して技能か らのみ影響 を受 けるので

はなく、当人たちの性格 にも関連 した個人的要因によつても影響 され、それは、態

度、動機 、価値観 、信条、認知スタイル、性格 タイプな ど、本人の 自己意識 に影響

を与 えるものである」。 この能力は、性格 と混同され、学習の対象 にな らない、な

りにくい と考え られていたが、実際人間の歴史を振 り返 るとt叙述的知識 が人々の

事物に対す る考 え方 を根本的に変 えた、コペルニクスや ダー ウィンの説があるよ う

に、学習の結果新 しい実存論的能力 を獲得す ることが可能なのである。同 じように

個人 レベルでも新 しい知識が、経験が人間の存在の在 り方そのものを大 きく変える

ことも多かれ少なかれ体験 していることであろ う。その文学的表れがゲーテのヴィ
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ルヘルムマイスター を代表 とす る 「教養小説」であ り、逆の方向を描いたのが「悪

漢小説」 と言える。 この実存論的能力は、ヨー ロッパでの言語教育の大きな 目標の

ひ とつが 「異文化教育」であ り、そのための前提 として、他の文化、言語に対 して

開かれた態度 を養 うのである。それ故にこのことには大きな荷重が賦せ られている。

一つ、技能/ノ ウ 。ハ ウと学習能力の間の線が引きに くい感 はある。前者 はいわ

ば知識 として学習可能であ り、練習 の対象にもな しうる。しか し savOir― apprendre

自体はいわばメタ能力であ り、他 の 3つ の能力を獲得す るための方法に関す る能力

とい うことが出来 よ う。その意味で、この能力は自律的 。自立的発展を保証す るも

のであ り、生涯学習の礎 となるものである。

こうして見ると、ここで挙げた 4つ の能力 savOirsは 、外国語学習に限 られた も

のでないことが分か ろ う。同時に、外国語学習が他の学習 と無関係 な、独立 した教

科であるとい う考 えも捨て去 らねばな りないことになろ う。現にクロス・ カ リキュ

ラムや wOrking language17)の 名の下 に外国語学習 と、他教科 との乗 り入れは既 に始

まっているのである。

3.3母 語 教 育 と外 国語 教 育

この他教科 との関係 で も う一つ重要な視点は母語教育 との関係である。小学校に

外国語教育 を導入 しよ うとした とき、反対す る根拠 として、母語の定着、母文化の

アイデンテ ィティが確 立す る前の外 国語教育は、大いに邪魔になるとい うのが最 も

大きな声であった。そ して、seminngualismに なる危険性 もその具体的根拠 として

持ち出された。実際の小学校か らの外国語教育で この semilingualismが 生まれた

とい う話は聞いていない。ベル リンの ヨーロッパ学校
18)で は就学前か ら二言語教育

を実施 している。ここでの生徒の能力は、いわゆるバイ リンガルの二言語の能力が

それぞれ母語話者 と同等 の力になる とい う形を 目指 した ものではない。現に、 ドイ

ツ語 。フランス語学校 では、フランス語の授業でフランス語 を母語 とす る生徒
19)

が学習す る母語 としての フランス語 は、フランス本国の子 どもたちよりは、教材 も

易 じめのを使 っている。そ うした意味では、外国語の学習が、母語の能力を、特に

外国にいて母語の学習 をす る場合 は、マイナスの影響 を与 えることはあ り得 る。 し

か しそれが semilingualismに までなることは、まともな教育が行われている限 り

考えられないのである。言語学習が生涯続 くもの とすれば、その遅れは回復可能な
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の で あ る。 む しろ、 そ う した 欠 点 よ り外 国 語 の 学 習 に よ つ て 上 で 述 べ た

savoir― apprendreが 早期の内に育ち、他教科への良い影響 さえ期待できるとい う。

フランスの外国語教育のカ リキュラムを見ると、外国語教育がむ しろ母語教育、す

なわちフランス語教育へ豊 か さをもた らす もの として位 置づ け られているのであ

る 20)。

こうした見方は 3EFRの 中に既に用意 されている。 3EFRで は、外国語教育を外国

語でコミュニケーションを行 う能力を養 うもの としてい る。そのコ ミュニケーシ ョ

ン能力の養成 とい うレベ ル では母語教育で も外国語教育で も全 く差がない といえ

る。む しろ外国語でのコ ミュニケーシ ョンの学習により、母語での コミュニケーシ

ョン能力の幅が広がることが期待できるとしているのである。

3.3 Nation Stateの イ デ オ ロギー か らの脱 却 と異 文 化教 育

もともとこ うしたヨー ロッパの動きは、EUを 中心 とす る地域の再構築に根 ざして

いる。現在 EUで は実質的に国境が取 り払われ、経済圏は計画通 リーつになつた。

こうした経済面か らの統一が次に要求す るのは当然政治的統一である。今や EU憲

法を論ず るまでになつてい る。そ うした政治面に欠かせ ないのが、教育の標準化で

ある。外国語教育はその中で も特別な意味を持つようになる。人 口移動が活発にな

り、一地域内に複数の人が、異なつた文化を背景に持つ人々が共存す るようになる

と、一定の空間のなかで相互無視の単なる空間的、物理的共存でな く、インテグレ

ー トされた共生を目指す となると、互いの意志疎通を図 るための言語が非常に重要

になつて くる。既に以前か ら外国人労働者や、移住者 を対象 として第二言語の教育

はあるのだが、今後は、EU内 での居住 の自由、職業の 自由を保証 している以上、そ

うした第一、第二の区別 をつける理論的根拠 もなくなるのである。

EU内 では、高校を出て大学に進学す る場合、国 。地域の制約がな く、何処の大学

にでも行 けるよ うになる。そ うした 「外国での」勉学の成功 を保証す るための前提

条件 として も外国語能力 は不可欠になる。その受け入れ側 と学生両方の便利性を考

えると、従来のように、一々 (留 学生を)個 人別に言語能力 について査定せず とも、

それぞれの国で発行 され る能力証明書がヨー ロッパ全体、ヨー ロッパ評議会の参カロ

国の中で認 め られる必要がある 21)。 そ ぅした背景をもつて、 3EFRも 30年 以上の協

議 。研究の期間を経て出来上がつたのである。
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そ して、これは 19世紀、20世紀の政治的行動原理であった Nation Stateの イデ

オロギーか らの脱却 を意味す るものであ り、それは具体的にヨー ロッパ評議会が謳

つている目標 「民主主義、人権、法治国家制度 と、異なる言語 と文化に対す る尊敬

の念 と寛容」に表れている。 さらに具体的には

・ 多文化環境の ヨーロッパにおける市民の複言語的能力

・ ヨー ロッパ内におけるそれぞれの実績の相互認知

・ 学校教育の内外での生涯学習の成功

・ 新 しいグロバール な世界 にお けるコ ミュニケー シ ョン能力 と社会的行動能

力

従つて 3EFRで もそ うした 自己文化 中心主義か らの脱却を 目指 して、また 自己文

化の相対化を 目標 とす る外国語教育プランが前面に出て くることになる。

同 じ理 由か ら DEFRの 理念 を実践の場で実現するための手段 としての Portfolio

にもその扱い方 において、この側面を意識す るように教員たちに要求す ることにな

る。 ちなみにフランスのカ リキュラムでは、「技術教育であると当時に文化教育で

ある」
22)と

言語教育 を位置づけてい るのである。ここでは ドイツ・チュー リングン

州の Portfolioに 関す る教員向けの指示の内、異文化教育に関す るものだけをとり

だ して紹介 してお く。

PortfOliOは 異文化行動 を訓練す るためのものである。 自身の出自に誇 りを

もち 自分の文化 を育むのに資す る。そのために

1 それぞれの子供の文化的背景をまず考える :「 わた し」の言葉 と言葉を

習 う「わた し」を意識す る。

多 くの言語的非言語的機会 を利用 して、他の文化 につい て考える。 (作 品

集 に工作、穴埋め、絵で埋 める。貼 り付ける、集 めるな どの作業 )

2 学校お よび学校の外で意識 して獲得 した異文化能力 を次第に深 く考え

るよ うに し、学校の外での異文化接触に繋がる様々な機会 を設け、学校の

外で得た豊か さを自覚す る。

3異 文化体験 に関す る考察 自体は少なめに し、む しろ実践的な異文化体験
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の側面を多 くす る。

言語パスポー トに記入できるように 「現在の能力状況」を確認す る。

く 。 複 言 語 主 義

して言語 (外 国語 )

次 に こ う し た 動 き 全 体 を 支 え る 考 え 方 を 紹 介 し て

(plurilingualism)、 複 文化 主義 (pluriculturalism)で あ る。

教育の柱 となる言 語 観 「行動 主義 的言語学習 」 で ある。

3.5複 言語主義 口複 文 化 主義

こ の 二 つ の 概 念 は 、 多 言 語 主 義 (multilingualism)、 多 文 化 主 義

(multiculturalism)と 混 同 され や す い。 ロマ ンス語 圏 で は plurilingualism、

pluriculturalismを この意味で使 つていたこともあるよ うだ。

多言語主義、多文化主義は日1染 みの概念である。実際に世界のほ とん どの地域で

この現象が見 られ る。その現実を覆 い隠 していたのが、上述の Nation Stateの イ

デオロギーであつた。つま り、ある程度地域 を大きく捉 えるな らば、大抵は、異な

つた言語 を話す人々が共存 してい る、いたのであ り、また文化的に単一の文化が支

配 していることはほ とん どない。 日本でさえ、少数なが らアイヌ民族 と、アイヌ語

がある、あつたのである。

こ うした現実を、政治的に解決す る方策 として、例 えばスイスのようにい くつか

の公用語が認め られ、あるいは少数民族の言語による教育が行われ る。また、会議

では複数の言語が同時に使用 され るとい うことになる。

この多言語主義 、多文化主義、場合によつては多言語状態、多文化状態 と言 つた

方が精確であろ うが、それがマクロ的な、大きな集団内での言語、あるいは文化の

分布状況を意味 していたのに対 し、複言語主義、複文化主義は、極端に言えば、一

人一人の中での複数 の言語、文化の分布、共存状態を意味す るものである。今 まで

知 られているこの種 の存在 としては、バイ リンガ リズムがある。

複言語主義、複文化主義は、いわばこのバイ リンガ リズムを全 ヨーロッパに定着

させ、全ての市民が複数の言語 と複数の文化 を、多かれ少なかれ 自分の中に保持す

るよ うにするとい うプランである。つまり現実の状態 を表 した概念ではな く、ヨー

ロッパの言語政策 を進 めて行 く上での理念、道標なのである。

その理念の実現のために、ここで取り上げた Portfolioも 導入されたのである。

お

　

そ
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よく考えてみると、Portfolioの 考 え方、や り方は何 も外国語教育に とってだけ意

味があるものではないはずで、例 えば 「学習 日誌」のよ うなものが、学習 を促す働

きをするのであれば、どうい う学習分野でも有効な筈である。それ を外国語学習に

特化 して導入 した裏 には、一般 に他 の教科、学習対象が先に述べた叙述的知識 とし

ての savoirを対象 としているか らであろ う。また ヨー ロッパ といわず、叙述的知

識の評価 は相互に翻訳可能、少な くとも翻訳 し易いものだか らだ と考 えられ る。数

学、物理 を考えてみれ ばよい。

もう一つ重要な点は、多言語、多文化を論ず るとき、その二つを別々に見ること

が可能である。しか し複言語主義、複文化主義は概念 としては別のものであっても、

両者を切 り離 して考 えることは出来ないのである。 (し か し、現実には言語能力が

異文化能力 にす ぐに結びつ く保証 はない。最近のフランスのアラブ系フランス人

(移 民)に 対す る扱 い を見るとよい。 自由と平等 を謳 うフランスが この状況であ

る。)

もつともそ う言つたか らといって、ヨーロッパ人全てを狭義のバイ リンガル、バ

イカルチュラル、複数 の言語、文化の能力を母語話者、母文化者 と同 じよ うに持つ

ように教育 しよ うとい うのではない。学校教育での 目標 は、大学入学資格 を得 るに

は、例えばフィンラン ドの場合は C2、 日本の小学校 と中学校 を合わせた 9年制の「基

礎学校」修 了時では聴解能力 :Bl.1、 話す :A2.2、 読解能力 :Bl.1、 書 く :A2.2

である。Blは普通の 日常生活には困 らない能力 と考えてよい。

もう一つ この言語能力 と関連す る ところで、上の 目標設定か らも分か るよ うに、

言語能力間に差を認 めていることである。「部分的能力 partial competence」 であ

る。これは人間の言語能力が、母語で さえ、全て均等に備 わつているわけではない

こと、ま してや外国語 では、その能力差は大きくて もおか しくはない とい う認識に

立った考 え方である。外 国語教育で どの種の能力 に力を入れ、何 を後回 しにす るか

は、教育的な配慮・決断に委ね られ る し、個々人についてもそれは言 えるはずであ

る。こうした選択、差別 を容認 しよ うとい うのである。 もちろん均等な高い能力が

歓迎 され ることはい うまでもない。

3.6行動 主 義 的言語 習 得

部分的能力は、行動 主義的言語習得 と関係があると言える。それはまず言語 はコ
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ミュニケー シ ョンの道具であり、コ ミュニケーシ ョンは、人間が行動す るときには

必ず 目的があ り、その 目的達成のための手段 としてコミュニケーシ ョン活動を行い、

またその一つ として、適切 と判断 した場合に言語 コミュニケーシ ョンを行 う、と考

えるのである。もちろん数多くの人 間の行動、行為の中には 目的がない ものも現に

あるであろ う。しか し、そ うした ものは考察の対象か ら外 して何 ら困ることはない

のだか ら、言語教育の中では、目的達成のための手段 としての言語行動 を対象にす

ればよい ことになる。次 に、個々人が どうい う目的をもつて、 しかも外国語で行動

するだろ うか とい う問いが出て くる。それは厳密 には予測出来ないものであるか ら、

全ての能力 をとい う考 え方 もあるが、経験的にある程度絞 ることは出来 よ う。筆者

は大学で英語、第二外 国語の習得の 日標をアンケー トで問 うたことがある。そこで

は四技能 を総合的に とい う答えが最 も多かつた。現実には不可能な 目標設定である。

4.お わ りに

こうして述べてきて、3EFRお よび Portfolioに は、理想、理念の色が強い部分 と、

現実の在 り方を直視 した両面性があ ることがはつき り認 められ る。CEFRが刊行 され

てか ら来年で 6年 にな る。 ヨー ロッパ評議会では 2007年 2月 に参加国の教育行政

当局に、またその枠 を越 えて広 く呼びかけてフォーラムを開催 した。最後 にそのフ

ォーラムの予告文か ら引用 してこの小論を終わ りたい。

行 政府 間 フォー ラム (2007年 2月 6～ 8日  Strasbourg)

CEFRと 言語 政 治 の展開 :新 たな課題 と責任

主催 :  Language P01icy Division, Council of Europe

目的 とテー マ

σEFRが 船 出 して か ら6年 が経 つた。今 、その使用状況 と影響 に関 して、現

在 までの進 展 状 況 と将来 の発 展性 を深 く議論す るた めの よい時期 で ある。

また様 々な第 二者機 関の役 割 について も同様 深 い議 論 をす る時期 に来て い

る と考 え られ る。

(中 略 )

3EFRの 急速 な広 が りはそれ 自体 と して上述 の状況で決 定的 な要 素 となつて

い る。 この道 具 の使用 、お よび ヨー ロ ッパ評議 会 とそ の様 々 なパ ー トナ ー
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との責任分担 に関 して重 大 な問題 が投 げか け られ てい る。

θEFRは幅広 い多様性 のある事柄において使用 され、またその使用の条

件 も様々であ り、その一方で全ての利用者がこの領域でのそれぞれの責

任 を引き受 けることを可能 に しなが ら、 3EFRの 国際 レベルでの参照価

値 をどう高め、 どう保持 して行 くか。

3EFRの 基本的構想の実現 を進めるには何 をす るべ きか。 それ らの考 え

方はこの 3EFRと い う道具 を一貫 して使用す るには不可欠 な存在である。

しか し、直面す る様々な新 しく投げかけ られた課題、例 えば、言語の多

様性や複言語的能力の内容 な どに関 しては、はっき りした答えを出 して

はいるものの、その一方で しば しば十分な考慮が払われていないと思え

ることもよくあるのである。

θEFRの機能や独 自の守備範囲を変更す ることな く、 しか も特殊な個別

的需要に答 えるには、3EFRに含まれている資源 をどう使 えば最も有効

か。

>CEFRを 違 つた使い方をす ることか ら生ず る新 しい需要 に対 してどうい

う答えが可能か。

こ うした問いが、またそのほかの問題 も含 めて、フォーラムの中心テーマ

となろ う。そ して、そ こでは CEFRの 可能性 をこれか ら充分に利用するため

の第一歩が踏み出 され、 この参照枠の使用 と共有に関 して、様々な第二者

機 関の責任が明確 になることを期待する。

吉島茂 。大橋理枝 (訳・編)(2004)『外国語の学習、教授、評価のためのコー

ロッパ共通参照枠』朝 日出版社

松田徳一郎編 (1993)『 リーダーズ英和辞典』研究社

Le Cadre EuropOen Commun de ROfOrence pour les Languesは 、英語版 と同 じ

年 に刊 行 され てい る。 ヨー ロ ッパ 評議 会 での使 用言語 は英語 、 フ ランス語 な の

で、 当然 とも言 え る。 ただ この両 者 は決 して翻 訳 関係 で は ない。 基本的な点 で

注

　

Ｄ

２

　

　

３
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のズ レはないが、い くつか異なる所 もある。フランス語版 はフランス語を学習

す る者 のための標準枠であ り、従 つて具体的 レベル になれ ば当然、例 えば学習

対象 となる言語現象 となれば、フランス語独 自の例 も顔 を出すのである。

4)こ の表現が既に市民権 を得たか ど うかは分からない。Globalizationと localism

のハイプ リッ ドである。趣 旨は、g10balizationは 単なる一面を捉 えたものに過

ぎず、その裏には localismが 不可分についているとい うのである。

5)『外国語の学習、教授 、評価のための ヨーロッパ共通参照枠』表 2 28-29頁

6)同 上 23、 図 1

7)Finnish National Board of Education(2004)

Na′ ゴο″′′ σοrθ  α″ rゴ θ′ゴIJ″  Fο r′asゴ c Fごどο′ιゴοJ7 278-2952参 照

8)『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』27-29

9)Counci1 0f Europe (2000) Resolution on the European Language Portfolio

で Portfolloの 作 り方に関す る大臣会議の声明も出ている。具体的にはヨー ロ

ッパ評議会の Education Committeeの 出 した Principles and Guidelinesに 従

うよ うに との指示で ある。両方 ともインターネ ッ トか らダ ウンロー ドできる。

10)本 論 と重複する部分 もあるが、 ドイツのチュー リングン州の Portfolioに 関す

る教員向けの指示を挙げてお く (強 調 :筆者 )。

★記述の形式 と Portfolioの 使 い方の指示は、生徒が外か らの指示な しでも、

つま り自己評価 のための表を使 えば出来るよ うにす る。その際、既に生徒が

獲得 した学習方法 は、Portfolioの 記入に当たつて絶 えず取 り上げ られ、ま

た深 めることができるよ うになつている。

★能力評価 に当たつては、絶 えず肯定的な表現に徹 し、学習 を促す ような効果

を生む ことが求 め られ る。生徒たちには次の到達 目標 。段階が常に見えるよ

うになつていなければな らない。

★学習補助 (学 習能力 )と 学習計画 (自 律能力)は 学習者がその学習過程を次

第 に 自律的に定めて行 くことが出来 るように、援助す るものである。教師に

は助言者 としての役割が次第 に強 くなつてゆく。教師は学習者の 「コーチ」

になるのである。

11)『 外国語の学習、教授、評価のためのコーロッパ共通参照枠』218

12)同 上 28
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添付 資料 にスイ スの Portfolioの 例 を 「聞 く」を紹介 す るので、詳 しくはそち

らを参 照 され た い。

『 外国語の学習、教授、評価のためのヨー ロッパ共通参照枠』 xiii

フィンラン ドでは従来の小学校 6年、中学校 3年 の制度 を改正 して、2004年 か

ら 9年 の一貫教育に した。 しか し、両校種の教員たちは別々の ところで働いて

いるので、こ うした強制がなければ、改革の実効は望めないであろ う。また現

在出版編集 中の次の論文 も参照 されたい。

Mustaparta,Anna―Kaisa(訳 :山 岡洋)(2007)「 フィンラン ドの一貫性 にむけ

ての教育改革」吉島・長谷川編『 外国語教育 Ⅳ―小学校か ら中学校ヘ ー』朝

日出版 社

16)『 外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』107～ H5

17)岡秀夫/Oka,Waldraud(2004)「 オース トリアのバイリンガル教育 (1)一 ウィーン

VBSの 実践と日本への示唆一」吉島・長谷川編『外国語教育Ⅲ―幼稚園 。小学

校―』朝日出版社 139-146頁 、岡秀夫「オース トリアのバイリンガル教育 (1)

一ウィーン VBSの 評価と日本への示唆―」同上 147-145頁

18)参月晨 Oka,Waldraud (2001)Staatlich Europaschule Berlin The Repoty on the

Berlin Model of Bilingual Education。 松野和彦・吉島茂編 (2001)『 外国語

教育 一理論か ら実践 まで一』 朝 日出版社 273-294頁 参照。Schumacher,

Birgitte(吉 島茂訳)(2007)「 ベル リン、ヨーロッパ学校の場合」吉島 。長谷

川編『 外国語教育 Ⅳ一小学校から中学校ヘー』朝 日出版社 93-110

19)同 上参照。ベル リン、ヨーロッパ学校では、 ドイツ語を母語 とするものと、非

ドイ ツ語 (9つ の言語 が、 ドイ ツ語 との組 み合 わせ で あ り、それ だ けの学校 の

種類 もあ る)を 母語 とす るもの を、それ ぞれ 同数 (原 則 と してそれ ぞれ 12名 )

で ク ラス を編成 す る。 ドイ ツ語 を母 語 とす る ものは、 ドイ ツ語 をそれ と して学

習 し、 また クラスの他 の言語 を話 す Partnerの 言語 を Partner Languageと し

て学習す る。 上掲 Oka,waldraud参 照

20)志賀淑子 (2007)「 フランスの初等学校における外国語教育」上掲『外国語教育

Ⅳ』163-177

21)こ の教育の標準化による相互認知の動きは、高等教育、大学教育、さらに研究

活 動 に ま で 及 び 、 2001年 の Bolognia Declaration、 そ れ に続 く Bolognia

４

　

　

５
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Processに よって実現が 目指 されている。

22)上 掲志賀 (2007)参 照

(聖 徳大学 )
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Conll■ on European Framework of Reference for Languages: Lcarning, teaching,

assessinent(CEFR)and European Language Portfolio(ELP):their pedagogical and

political ineaning

YOSHIJIMA Shigeru

This paper explores the relation between the CEFR and the ELP,in order to

show how the aillns of language policy of Council of Europe should be realized.The

underlying idea is to be found in the concept ``Pluriculturalisnl'', whiCh Should

ensure the pcaceful coexistence of different ethnic groups with different cultural

backgrounds in the EU. This aim should bc achieved by appropriate foreign

language teaching based on the concept``Plurilingualisln''and the ELP.

The ELP,recording one's own expcriences with languages and self‐ assessment

of the language competences, should make possible for all European citizens

autonomous lifelong foreign language learning. The level lists of language

competences with ``Illustrative Descriptors" assist this.  The so‐ called``Can Do

statement"assesses one's competence not by negative checks of what one is unablc,

but by positive acknowledgement of one's linguistic capabilities.This assessment

and the ELP should help the teaching staffs as well,who can know exactly how the

pupils have learnt and developed their language competences,

For the fulfllment of the idcal of``Pluriculturalism",cach inember government

must create the Curricula with more llnportance on the adequate integration of

linguistic and cultural components of foreign language teaching.

( Seitoku University)
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